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Ⅰ 策定にあたって 
 
 
東日本大震災および原子力発電所の事故を契機として、これまでの「大規模

集中型」のエネルギー供給体制に関して様々な課題が浮き彫りになり、国民生

活や産業活動を支えるエネルギーの安定的な確保が喫緊の課題となる中、本県

では、地域レベルで取り組み可能な再生可能エネルギーの導入促進等を戦略的

に推進していくため、『滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン』を平成 25

年（2013 年）3 月に策定し、現在、同プランに基づき各種の取組を進めている

ところです。 

 

同プランの策定以降、「第 4次エネルギー基本計画」の閣議決定（平成 26 年 4

月）、固定価格買取制度の見直し（買取価格の低減を含む）、電力小売全面自由

化（平成 28 年 4 月～）をはじめとする「電力システム改革」の進展、「長期エ

ネルギー需給見通し」の決定（平成 27 年 7 月）など、国におけるエネルギー政

策の動向が大きく変化してきています。 

また、本県では、平成 27 年（2015 年）3月に策定した『滋賀県基本構想』や

『滋賀県産業振興ビジョン』において示しているように、安全を第一に、課題

である国民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定的な確保とともに、今後、

原発に依存しない新しいエネルギー社会をできる限り早く実現していくことが

求められています。 

 

エネルギー政策については、国が中長期的な展望を持って検討・実施される

ことが基本であり、基幹電源としての大規模電源を確保し、安定的な電力供給

体制を整えることが国の責務ですが、地方自治体としても、エネルギーが県民

生活や産業活動にとって不可欠なものであることに鑑み、地域レベルで取り組

み可能なエネルギー政策を幅広く推進していくことにより、電力供給量に占め

る分散型電源の比率を高め、安定的な電力供給体制の整備に寄与するとともに、

東日本大震災前に依存してきた原発由来の電力を置き替えるべく、取組を加速

していくことが求められます。 

 

このように、エネルギーを巡る新たな状況変化に的確に対応しながら、「原発

に依存しない新しいエネルギー社会」の構築に向けた長期的、総合的かつ計画

的なエネルギー政策を推進するための指針として、このビジョンを策定し、こ

れに基づき、『滋賀県基本構想』の基本理念に掲げる「夢や希望に満ちた豊かさ

実感・滋賀」をエネルギーの分野から実現していくこととします。 

１. 策定の趣旨 
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(1)性格 
このビジョンは、以下の性格を有するものです。 

 

● 本県において長期的、総合的かつ計画的なエネルギー政策を推進するため 

の指針 

● 県民や事業者、各種団体などが、新しいエネルギー社会づくりに向けて、

自主的、積極的に取組を進めていくための指針 

● 『滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン(平成 25 年 3 月策定)』の改訂

版 

 

また、『滋賀県基本構想（平成 27 年 3 月策定）』や『滋賀県産業振興ビジョン

（平成 27 年 3 月策定）』、『滋賀県低炭素社会づくり推進計画（平成 24 年 3 月策

定）』、『人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略（平成 27 年 10 月策定）』

といった関連計画と整合を図るとともに、その他関連する県計画と連携して取

組を進めるものとします。 

 
(2)構成等 
『滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン』が平成 42 年度（2030 年度）を

展望していること、また、国のエネルギー政策においても、「長期エネルギー需

給見通し」において、平成 42 年度（2030 年度）のエネルギー需給構造の見通し

が示されていることから、当面の目標年次を平成 42 年度（2030 年度）とするも

のの、それ以降の長期的な社会をも展望します。 

また、今後の国のエネルギー政策の動向や社会経済情勢の変化にも適切に対

応していく必要があります。 

こうしたことから、このビジョンは以下で構成します。 

 

● 平成 42 年度（2030 年度）を展望し、長期的な視点から基本理念や滋賀の

目指す姿等を描く『長期ビジョン編』 

● 「長期ビジョン編」を踏まえ、平成 32 年度（2020 年度）までの 5 年間に

重点的に取り組むべき県の施策の展開方向等を掲げる『重点政策編』 

 

 
(3)計画期間 
計画期間は、「重点政策編」の計画期間である平成 28 年度（2016 年度）から

平成 32 年度（2020 年度）までの 5年間（5年後に見直し）とします。 

なお、今後の国のエネルギー政策の動向、社会経済情勢の変化や技術開発の

進展等を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じて計画の見直しを行います。 

 

２. 基本的事項 
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(4)対象とするエネルギーの範囲 
このビジョンでは、「原発に依存しない新しいエネルギー社会」を目指す観点

から、エネルギーのうち、主として「電力」を対象としますが、電力需要の削

減につながる「熱利用」についても対象とします。 

なお、「再生可能エネルギー」の範囲としては、本県の地域特性などを踏まえ、

主として図１に示すものを対象とします。 

この他、自立分散型エネルギー社会の構築や再生可能エネルギーの普及に資

する技術であり、その普及を図ることが不可欠であると考えられる「エネルギ

ー高度利用技術」についても対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 ビジョンで対象とする再生可能エネルギー等 

天然ガスコージェネレーション

燃料電池・蓄電池

定置用燃料電池・蓄電池

次世代自動車
・電気自動車（EV）
・プラグインハイブリッド車（PHV）
・燃料電池自動車（FCV）

エネルギー高度利用技術

太陽光発電

風力発電

小水力発電

バイオマス発電

太陽熱利用

バイオマス熱利用

地中熱利用 等

バイオマス燃料製造

再生可能エネルギー

発電分野 熱利用分野
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Ⅱ 長期ビジョン編 
 
 
(1)東日本大震災に伴うエネルギー問題 
平成 23 年（2011 年）3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震とそれによ

る津波は、東北地方の太平洋沿岸を中心に広範かつ甚大な被害をもたらしまし

た。また、それに伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故によって大量の放

射性物質が広範囲にわたって拡散したことは、今なお大きな問題となっており、

原子力発電に対する国民の不安は未だ払拭できていません。 
また、これまでのエネルギー供給体制に関して、電力需給ひっ迫の懸念や化

石燃料への依存度の高まりといった様々な課題が浮き彫りになっています。 

特に、夏場や冬場のピーク時における安定的な電力確保や災害時における代

替エネルギーの確保などが問題となっています。 

安全を第一に、国民生活や産業活動を支えるエネルギーの安定的な確保とと

もに、今後、原発に依存しない新しいエネルギー社会をできる限り早く実現し

ていくことが求められています。 

 

(2)地球温暖化の進行 
地球温暖化が顕在化しつつ

ある中、世界の平均気温は上

昇傾向にあり、国内も含めた

世界各地で異常気象が頻発し

ています。県内（彦根市）の

気温の経年変化も上昇傾向

（100 年あたり 1.26℃の割合

で上昇）にあり、琵琶湖表層

の水温についても上昇傾向に

あります。 

 このような状況から、二酸化炭

素をはじめとする温室効果ガスの削減に加えて、気候変動の影響に対する適応

を進めることが必要であり、平成 27 年(2015 年）12 月には、2020 年以降の地球

温暖化対策の新たな国際枠組みである「パリ協定」が国連気候変動枠組み条約

第 21 回締約国会議（COP21）で採択され、各国で実効ある対策を講じることが

求められています。 

 

(3)人口減少社会の到来 
本県の人口は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計によると、

平成 27 年（2015 年）前後に約 142 万人をピークに減少に転じるとされています

が、平成 26 年（2014 年）10 月 1 日現在の推計人口で 48 年振りのマイナスとな

り、人口減少局面に入ったと推測されています。 

図 2-1 彦根の年平均気温偏差 
（出典）気象庁資料 

１. エネルギーを取り巻く社会情勢の変化（時代の潮流） 
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このような中で、人口減少を見据えて、人口減少を食い止めながら滋賀の強

みを伸ばし、活かすことによって豊かな滋賀をつくることを目指し、「人口減少

を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略」を平成 27 年（2015 年）10 月に策定し

ました。 

こうした人口減少局面においては、「地方創生」の観点から、それぞれの地域

が独自性を活かしながら、地域資源を掘り起こし、それらを活用していく取組

を進めていくことにより、地域が直面する課題を解決するとともに、地域内経

済循環による活性化を図っていくことが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 滋賀県人口および高齢化率の推移 
（出典）人口減少を見据えた豊かな滋賀づくり総合戦略 
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(1)我が国におけるエネルギー事情 
①エネルギー消費の動向 

我が国では、1970 年代までの高度経済成長期にエネルギー消費は国内総生産

（ＧＤＰ）よりも高い伸び率で増加しましたが、1970 年代の二度の石油ショッ

クを契機に、製造業を中心に省エネルギー化が進むとともに、省エネルギー型

製品の開発も盛んになり、増加率は低下しました。 

部門別にエネルギー消費の動向を見ると、石油ショック以降、産業部門にお

いて省エネルギー化が進み、消費がほぼ横ばいになったのに対して、民生（家

庭部門、業務部門）・運輸部門が大きく増加しました。1973 年度から 2013 年度

までの伸びは、産業部門 0.8 倍、家庭部門が 2.0 倍、業務部門 2.9 倍、運輸部

門が 1.8 倍となっています。 

 

 

 

 

②エネルギー供給の動向 
我が国のエネルギー供給は、かつて石油に大きく依存していましたが、オイ

ルショック以降、エネルギー源の多様化が進み、平成 22 年度（2010 年度）にお

ける一次エネルギー国内供給に占める割合は、石油 39.8％、石炭 22.5％、天然

ガス 19.2％、原子力 11.1％となりました。 

しかし、東日本大震災とそれによる原子力発電所の停止により、近年、原子

力の代替発電燃料として化石燃料の割合が上昇傾向にあります。 

なお、二次エネルギーである電気は家庭用及び業務用を中心にその需要は増

加の一途をたどっています。電力化率は、昭和 45 年度（1970 年度）には 12.7％

図 2-3 我が国の最終エネルギー消費と実質 GDP の推移 
（出典）総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会(第 2 回会合)資料 

２. 我が国におけるエネルギーの現状 
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でしたが、平成 25 年度（2013 年度）には 24.9％に達しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③エネルギー自給率の動向 
生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率で

あるエネルギー自給率は、高度経済成長期にエネルギー需要量が大きくなる中

で、石炭から石油への燃料転換が進み、石油が大量に輸入されるにつれて、1960

年には主に石炭や水力など国内の天然資源により 58％でしたが、それ以降大幅

図 2-4 一次エネルギー国内供給及び電力化率の推移 
（出典）経済産業省「エネルギー白書 2015」 

図 2-5 エネルギー国内供給構成及び自給率の推移 
（出典）経済産業省「エネルギー白書 2015」 
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に低下しました。 

 石炭・石油だけでなく、石油ショック後に導入された液化天然ガス（LNG）は、

ほぼ全量が海外から輸入されており、平成 25 年（2013 年）の我が国のエネルギ

ー自給率（推計値）は 6.0％まで低下しました。 

 

また、我が国は化石燃料の調達のために多額の資金を費やしています。平成

26 年（2014 年）の GDP に占める化石燃料の輸入金額（約 27.7 兆円）の割合は

約 5.7％であり、この比率は 10 年間で約 3倍となっています。 

国内で再生可能エネルギーの導入を図っていくことは、こうした化石燃料の

輸入金額の削減（化石燃料調達に伴う資金流出の抑制）につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④電力消費量の推移 
電力消費（電気事業用）は、石油ショックの 1973 年度以降も着実に増加し、

1973〜2013 年度の間に 2.2 倍に拡大しました。ただし、東京電力福島第一原子

力発電所事故を契機に、電力需給がひっ迫する中で、平成 23 年度（2011 年度）

は前年度より 5.1％、平成 24 年度（2012 年度）は 1.0％減少しました。平成 25

年度（2013 年度）は東日本大震災後に初めて増加に転じたものの、節電マイン

ドの浸透と省エネ家電の普及により、0.1％の微増にとどまりました。 

 電力消費の増加は、長期的に見ると民生用消費によってより強くけん引され

てきました。平成 25 年度（2013 年度）には、民生用需要が自家発分を含む電力

最終消費の約 7 割を占めるに至りました。これは、家庭部門では生活水準の向

上などにより、冷暖房用途の機器の普及が急速に伸びたことなどによるもので

す。業務部門の電力消費の増加は、事務所ビルの増加や、経済の情報化・サー

ビス化の進展を反映したオフィスビルにおけるＯＡ機器の急速な普及などによ

図 2-6 化石燃料の輸入金額の推移 
（出典）三菱総合研究所「平成 26 年度 2050 年再生可能エネル

ギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討委託業務報告書」 
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るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑤発電電力量の推移 
我が国の発電電力量（一般電気事業用）については、東京電力福島第一原子

力発電所の事故後、検査などで停止中の原子力発電所が徐々に増加し、原子力

による発電量は、震災前の平成 22 年度（2010 年度）は 2,882 億ｋＷｈでしたが、

平成 24 年度（2012 年度）は 159 億ｋＷｈ、平成 25 年度（2013 年度）には 93

億ｋＷｈまで低下し、平成 26 年度（2014 年度）にはゼロとなりました。 

平成 25 年（2013 年）9月に関西電力大飯原子力発電所 4号機が定期検査で運

転停止してから平成 27 年（2015 年）8月に九州電力川内原子力発電所 1号機が

再稼働するまでの約 2 年間、全ての原子力発電所が稼働しない期間が続きまし

た。 

こうした原子力発電所の稼働率の低下を補うため石炭やＬＮＧなどの火力発

電の稼働が増加し、原子力発電所が稼働せずとも国民生活や産業活動において

電力需給の逼迫に至らない状況が現在まで続いていますが、火力発電所のトラ

ブルなど不測の事態により電力供給不足に陥る懸念が依然として残っています。 

 

図 2-7 我が国の電力消費量の推移 
（出典）総合資源エネルギー調査会長期エネルギー需給見通し小委員会(第 2 回会合)資料 
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平成 26 年度（2014 年度）の発電電力量の

うち、再生可能エネルギーが占める割合は約

12％で、その大半は水力発電となっています。 

水力を除く再生可能エネルギーの発電電力

量に占める割合は 1.4％（2011 年度）から、

平成 24 年（2012 年）7 月の固定価格買取制度

の開始後の 3 年間で 3.2％（2014 年度）に上

昇しました。 

 

 
 
 
 
⑥温室効果ガス排出実態 
我が国の平成 25 年度（2013 年度）の温室効果ガス総排出量は、約 14 億 800

万 CO2 トンで、火力発電における石炭の消費量の増加等に伴い、前年度と比べ

て 1.2％増加しました。また、平成 17 年度（2005 年度）の総排出量と比べると

0.8％、平成 2年度（1990 年度）の総排出量と比べると 10.8％増加しました。 

図 2-8 我が国の発受電電力量の推移(一般電気事業用) 
（出典）経済産業省「エネルギー白書 2015」 

図 2-9 我が国の発電電力量の構成(2014 年度) 
（出典）総合資源エネルギー調査会 
新エネルギー小委員会(第 12 回)資料 
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⑦電気料金の推移 
火力発電所の稼働率上昇に伴う火力燃料費の増大などにより、電気料金の平

均単価（全国）は、東日本大震災前と比べて、家庭用（電灯料金）で約 25％、

工場・オフィス等の産業用（電力料金）で約 40％上昇しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-10 我が国の温室効果ガス排出量の推移 
（出典）環境省「平成 27 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」 

図 2-11 電気料金の平均単価の推移 
（出典）経済産業省「エネルギー白書 2015」 
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(2)我が国におけるエネルギー政策の動向 
①「第 4 次エネルギー基本計画」の閣議決定 
平成 26 年（2014 年）4月、新たなエネルギー政策の方向性を示すものとして、

「第 4 次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。同計画では、東日本大

震災の発生及び東京電力福島第一原子力発電所の事故後、我が国の全ての原子

力発電所が停止し、化石燃料への海外依存度の増加、エネルギーコストの上昇、

二酸化炭素排出量の増大等、我が国のエネルギーを取り巻く環境が厳しい中で、

こうした問題に適切に対応しつつ、中長期的に我が国の需給構造に関する脆弱

性の解決を図っていくための、エネルギー政策の方向性が示されています。 

 

②長期エネルギー需給見通し 
平成 27 年（2015 年）7月、経済産業省において、エネルギー基本計画を踏ま

えた将来のエネルギー需給構造の見通し（長期エネルギー需給見通し）が決定

されました。 

このうち、電力需給構造については、徹底した省エネルギー（節電）の推進、

再生可能エネルギーの最大限の導入、火力発電の効率化等を進めつつ、原発依

存度を低減した結果、以下のとおり示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-12 長期エネルギー需給見通し(平成 27 年 7 月) 
（出典）経済産業省資料 
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なお、原子力発電所の今後の推移としては、「核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）」により、発電用原子炉の運転期間

は 40 年と定められており1、これが厳格に運用されれば、国内に現存する原子力

発電所は 2049 年には稼働していない状況になりますが、老朽原発が比較的多い

関西電力管内ではそれより早く、2033 年に原子力発電所が稼働していない状況

になります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③温室効果ガス削減目標 
国連気候変動枠組条約第 19 回締約国会議（COP19）決定により、2020 年以降

の温室効果ガス削減目標を含む約束草案について、2015 年 11 月に開催される国

連気候変動枠組条約第 21 回締約国会議（COP21）に十分に先立って提出するこ

とが各国に求められていた中、我が国は平成 27 年（2015 年）7月、2030 年度に

2013 年度比▲26.0％（2005 年度比▲25.4％）の水準とする約束草案を決定し、

国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。 

 
④「固定価格買取制度」の動向 
平成 23 年（2011 年）8月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」に基づき、再生可能エネルギー源（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、一定の期間・価

格で電気事業者が買い取ることを義務づける「固定価格買取制度」が平成 24 年

                                                   
1  原子炉等規制法では、原子力規制委員会の認可を受けて、１回に限り 20 年を上限として

運転延長が可能とされている。 

図 2-13 我が国に現存する原子力発電所の今後の推移 
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（2012 年）7月から開始されました。 

制度開始後、再生可能エネルギー発電設備が制度開始前と比較して約 9 割増

加しており、同制度は再生可能エネルギーの推進の原動力となっていますが、

コスト負担増や系統強化等の課題を含め諸外国の状況等も参考に、再生可能エ

ネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図る観点から、現在、制度

の総合的な見直しが進められています2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2   総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 再生可能エネルギー導入促進関連制度改

革小委員会（第 6 回、平成 27 年 12 月 15 日）において、「①認定制度の見直しと未稼働案

件への対応、②長期安定的な発電を促す仕組み、③コスト効率的な導入、④リードタイム

の長い電源の導入拡大、⑤電力システム改革を活かした導入拡大」を内容とする制度見直

しの方針案が示されました。 

表 2-1 再生可能エネルギー発電設備の導入状況(平成 26 年度末時点) 
（出典）経済産業省資料 
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⑤電力小売全面自由化など「電力システム改革」の進展 
平成 25 年（2013 年）4月に閣議決定された『電力システムに関する改革方針』

では、電力システム改革の目的として、「安定供給の確保」、「電気料金の最大限

の抑制」、「需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大」を掲げ、それらを実現

するための改革の 3つの柱として、「広域系統運用の拡大」、「小売及び発電の全

面自由化」、「法的分離の方式による送配電部門の中立性の一層の確保」を定め、

これらを 3段階に分けて実施すること等が提示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
⑤-1．「電力広域的運営推進機関」の発足（改革の第 1 段階） 
～地域を越え、より効率的に電気のやりとりができるように～ 

これまで原則として地域ごとに行われていた電力需給の管理を、地域を越え

てより効率的にやり取りすることで、安定的な電力需給体制を強化するため、

平成 27 年（2015 年）4 月、「電力広域的運営推進機関」が発足しました。本機

関は、東日本大震災の影響等を踏まえ、電源の広域的な活用に必要な送配電網

の整備を進めるとともに、全国大で平常時や緊急時の電力需給の調整機能の強

化を図る役割を担います。 

 

⑤-2．「電気の小売業への参入の全面自由化」（改革の第 2 段階） 
～誰もが「電気を選べる」時代に～ 

電力小売事業の自由化は、これまで、低圧受電（家庭用等:契約電力 50ｋＷ未

満）を除く全ての需要に拡大されてきましたが、平成 28 年（2016 年）4月に実

施される全面自由化によって、これまで一般電気事業者が独占的に電気を供給

していた市場が開放され、一般家庭等でも電力会社や料金メニューを選べるよ

図 2-14 電力システム改革の全体像 
（出典）資源エネルギー庁資料 
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うになり、企業にとってもビジネスチャンスに繋がることが期待されています。 

なお、小売全面自由化後の需要家保護を図るための経過措置として、一定期

間は小売料金規制を継続することとされました。 

 

⑤-3．「発送電分離」（改革の第 3 段階） 
～送配電網を誰もが公平に使えるように～ 

 平成 27 年（2015 年）6月に成立した改正電気事業法により、電力会社の発電

部門と送配電部門を別会社化する、いわゆる「発送電分離」が平成 32 年（2020

年）4 月から実施されることになり、送配電事業の中立性・独立性が高められ、

送配電ネットワークを各事業者が公平に利用できるようになります。 

 

⑥ガスシステム改革 
エネルギー基本計画では、電力システム改革と併せて、ガスシステム改革お

よび熱供給システム改革を一体的に推進することとされており、平成27年（2015

年）6月に成立した改正ガス事業法により、平成 29 年（2017 年）中を目途にガ

ス小売の全面自由化、平成 34 年（2022 年）4月からはガス導管部門の法的分離

が実施されることになりました。 

 

⑦エネルギー関係技術開発 

平成 26 年（2014 年）12 月、経済産業省において「エネルギー関係技術ロー

ドマップ」が策定されました。当ロードマップでは、太陽光発電をはじめエネ

ルギーに関する 36 の主要技術課題を取り上げ、各技術を俯瞰的に整理すること

により、高い安全性を誇るエネルギー供給体制の確立と、エネルギー需給構造

の安定化・効率化・低環境負荷化の実現に、具体的に貢献する技術開発政策に

関する指針が提示されました。 
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⑧水素エネルギー 

 水素は、将来の二次エネルギーの中心的な役割を担うことが期待されており、

水素社会の実現に向けた官民のアクションプラン（水素・燃料電池戦略ロード

マップ）が平成 26 年（2014 年）6月に策定され、取組が進められています。 

 

 

 

 

 

図 2-15 「エネルギー関係技術開発ロードマップ」における技術課題の整理図 
（出典）経済産業省資料 

図 2-16 水素社会の実現に向けた対応の方向性 
（出典）「水素・燃料電池戦略ロードマップ」(水素・燃料電池戦略協議会) 
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3-1．全般的事項 
(1)エネルギー消費の動向 

①エネルギー消費（部門別） 
本県のエネルギー消費量（部門別）のうち、産業部門が 49.0％と約半数を占

めており、以下、運輸部門 24.1％、業務部門 13.6％となっています。 

また、平成 25 年度（2013 年度）の産業部門および運輸部門では、平成 2年度

（1990 年度）と比較して減少していますが、産業部門では平成 22 年度（2010

年度）以降、増加傾向にあります。 

一方で、家庭部門および業務部門は、平成 2 年度（1990 年度）と比較して、

それぞれ約 1.4 倍、約 1.8 倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②エネルギー消費（種類別） 

また、エネルギー消費量（種類別）では、購入電力が 32.9％と最も多く、全

体の約 1/3 を占めており、以下、都市ガス 30.3％、ガソリン 15.8％となってい

ます。 

なお、これらエネルギー消費（需要）に対して、エネルギー供給としては、

電気事業者による水力発電の一部や、その他県内で供給される再生可能エネル

ギーを除き、ほとんどが県外からのエネルギー移入に依存している状況です。 

図 2-17 県内のエネルギー消費量の推移(部門別) 
（出典）滋賀県温室効果ガス排出量実態調査 

３. 本県におけるエネルギーの現状 
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③電力消費 
電力消費量（一般電気事業者等の販売電力量ベース）は 1990 年度以降、増加

傾向で推移してきましたが、東京電力福島第一原子力発電所の事故を契機に電

力需給がひっ迫する中で、節電マインドの浸透等により、平成 22 年度（2010 年

度）をピークに減少傾向に転じました。 

 平成 26 年度（2014 年度）の電力消費量は、ピーク時の平成 22 年度（2010 年

度）に比べて、約 5.7％減少しています。 
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図 2-18 県内のエネルギー消費量の推移(種類別) 
（出典）滋賀県温室効果ガス排出量実態調査 

図 2-19 県内の電力消費量の推移 
（出典）滋賀県調べ(販売電力量ベース。平成 24 年度以降は新電力分を含む。) 
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(2)温室効果ガス排出実態 
 これまで本県では、地球温暖化問題に対応して、2030 年における温室効果ガ

ス排出量が1990年比で50％削減された社会の実現を目指して、行政のみならず、

県民、事業者などあらゆる主体が参画し、暮らしや事業活動など様々な分野に

おいて、低炭素社会づくりに取り組んできました。 

滋賀県の温室効果ガスの総排出量は、近年減少傾向にあったものの、東日本

大震災後に電気の二酸化炭素排出係数が上昇した影響等により増加に転じてい

ます。 

滋賀県域における温室効果ガス総排出量（2013 年度）は 1,442 万トン（ＣＯ２

換算／速報値）であり、1990 年度比 7.1％増となっています。また、前年比 0.9％

増、過去 5年（2008～2012 年度）平均比 15.4％増となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)電気料金の動向 
関西電力は、原子力発電所が長期間停止したことによる火力燃料費の増加な

どを受けて、財務状況が大幅に悪化したことから、平成 25 年（2013 年）5月に

電気料金の値上げを行いました。 

また、この値上げの際に前提とした時期に比べ、原子力発電所の再稼働が大

幅に遅延していることにより、火力燃料費等が更に増加したことから、平成 27

年（2015 年）に 2回目の電気料金値上げを実施しました。 

さらに、太陽光発電等の増加に伴い、再生可能エネルギー発電促進賦課金に

ついても上昇しており、中小企業の中には、電気料金の上昇を転嫁できず、経

営が非常に厳しいという声も高まっています。 

図 2-20 滋賀県における温室効果ガス総排出量の推移と目標 
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(4)エネルギーコストの流出 
本県は、エネルギーコスト（化石燃料費）として多額の資金を費やしており、

その多くが国外の資源国に流出していると見込まれます。一定の前提の下で算

出すると、その金額は 3,000 億円近くと試算され、県内の主要産業の生産額に

匹敵する規模になります。 

地域資源を活用してエネルギーを創り出すとともに、エネルギー消費そのも

のを抑制することにより、こうした資金流出を可能な限り抑え、地域内資金循

環による地域経済の活性化や雇用の創出を図っていくことが求められます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 2-2 関西電力の電気料金の値上げ 

※自由化分野(1 回目)は平成 25 年 4 月から実施 
※自由化分野(2回目)は平成 27年 4月から実施(13.93％) 
 

図 2-21 県内からの資金流出と地域内資金循環 
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3-2．個別事項 
(1)省エネルギー・節電 
①産業部門 
 産業部門におけるエネルギー消費量のうち、製造業が 97.4％を占めています。

製造業におけるエネルギー使用状況の推移をみると、重油から都市ガスなど、

エネルギーあたりの二酸化炭素排出がより少ない燃料への転換が進んでいるも

のの、全体としてのエネルギー使用量は横ばい傾向にあります。 

大規模事業者では、エネルギー管理組織・体制が整備され、省エネルギー法

などの法令に基づく削減対策や高効率生産技術の導入が行われてきていますが、

面的なエネルギー利用等に省エネ余地があります。 

一方、県内企業の 99％以上を占める中小企業においては、大規模事業者と比

べて、多くはエネルギーに関する技術、管理両面での知識が不足しており、資

金面での制約等を含めて対策が遅れているのが現状です。また、高効率機器へ

の更新のみならず、エネルギー管理、運用面での改善余地も大きいものと考え

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②業務部門 
業務部門におけるエネルギー使用量は平成 21 年度（2009 年度）から平成 22

年度（2010 年度）にかけて大幅に増加し、その後、近年は横ばい傾向にありま

す。小売業の事業所数は減少している一方で、売場面積は増加傾向にあること

から、店舗の大型化等が進んでいるものと考えられます。 

今後、省エネ機器の普及促進や建物の省エネ化など更なる取組を推進してい

図 2-22 製造業におけるエネルギー使用状況の推移 
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く必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③家庭部門 
家庭部門における平成 25 年度

（2013 年度）のエネルギー消費

量は、平成 2 年度（1990 年度）

と比較すると約 1.4 倍に増加し

ていますが、平成 19 年度（2007

年度）以降は減少傾向にあります。 

エネルギー消費量の増加要因

としては、世帯数の増加（1990

年比約 1.6 倍）、家電の多様化・

大型化等が考えられます。 

1 世帯あたりのエネルギー消費量は、平成 17 年度（2005 年度）以降は減少傾

向にあり、平成 21 年度（2009 年度）以降は平成 2 年度（1990 年度）と比較し

ても、低い水準を維持しています。 

図 2-23 業務部門におけるエネルギー使用量の推移 

図 2-24 小売業の売場面積・事業所数の推移 

図 2-25 家庭部門におけるエネルギー消費量の推移 
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また、1人あたりのエネルギー消費量は、平成 17 年度（2005 年度）以降は同

様に減少傾向にあるものの、平成 2 年度（1990 年度）と比較すると高い水準に

あります。 

東日本大震災後の節電意識

の高まりにより、多くの家庭

において省エネルギー・節電

行動が実践されていますが、

家庭でのエネルギー使用量を

把握している（見える化）割

合は低く、今後、省エネ機器

等の普及促進や住宅の省エネ

化と併せて、啓発事業や見え

る化（省エネ診断等）の取組

を推進していく必要がありま

す。 

 

 

(2)再生可能エネルギー 
①滋賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン 
地域レベルで取り組み可能な再生可能エネルギーの導入促進と本県に集積す

る関連産業の振興を戦略的に推進していくため、平成 25 年（2013 年）3月、『滋

賀県再生可能エネルギー振興戦略プラン』を策定しました。 

同プランでは、基本理念を『地域主導による「地産地消型」「自立分散型」エ

ネルギー社会の創造』とし、2030 年時点での導入目標を設定するとともに、「６

つの戦略プロジェクト」を掲げています。 

 

 

図2-26 1人・1世帯あたりのエネルギー消費量の推移 
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